
令和８年度（２０２６年度）「新しい認知症観」広報啓発業務企画コンペの質問及び回答について 

 

最終更新日：令和８年（２０２６年）５月２１日 

質 問 回 答 

業務委託仕様書 －３（１）について 

 ①のステージイベントについて、地上高がある舞台を組むこと

を想定されているということか。 

ご認識のとおりです。 

また、ステージの規格に関しては、ご提案いただく企画内容に応じて任意に

設定していただく想定です。 

なお、ステージは、会場において貸出しをされています。詳細は、参考資料

「びぷれす広場のご利用にあたって」の５ページ「貸出備品一覧」をご参照く

ださい。 

③の展示・体験ブースについて、サイズや仕様の規定があるか。  ブースのサイズや仕様の規定はありません。 

ただし、県が企画、出展するブースに関しては、200cm×200cm 程度の大き

さを確保してくださいますようお願いします。 

⑤くまもとオレンジ大使との出演調整は県で行う認識でよい

か。 

 ご認識のとおりです。 

 イベントやその告知で大使の活動を依頼される場合は、「くまもとオレンジ

大使（認知症本人大使）」設置要項の９（１）に基づき、県から活動依頼を行

います。 

 なお、大使に関する情報は、参考資料「くまもとオレンジ大使（認知症本人

大使）と熊本県における認知症の人本人を中心とした活動について」をご確認

ください。 

木村知事やくまモン、ワルモンのゲスト参加については、３者

同時の登場と考えるべきか、それぞれ単独の登場でもよいか。 

３者が同時に登場する必要はなく、それぞれ単独での登場として企画いた

だいて差し支えありません。 

なお、ワルモンの参加については、高齢者を対象とした特殊詐欺被害防止の

啓発を目的とする内容が前提となることから、単独での出演を想定していま

す。 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/162765.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/33/162765.html


 

質 問 回 答 

配布するノベルティはイベント参加者のみにお渡しするもの

と考えて良いか。イベントには参加しないものの啓発文言などを

記して興味を持って貰うため不特定多数に配るものとは違うと

いう認識でよいか。 

配布するノベルティはイベント来場者への配布を想定しているものであ

り、ご認識のとおりです。 

なお、会場の特性上、不特定多数の来場が見込まれることから、十分な数量

をご準備ください。 

また、ノベルティ制作の趣旨は、来場者がイベントで得た啓発内容（「新し

い認知症観」など）を、日常生活の中でも思い起こしていただくことにありま

す。 

このため、日常的に使用しやすく、かつ短期間で消耗しない品目の制作を想

定しています（例：ポケットティッシュ等の消耗品は想定していません）。 

業務委託仕様書 －３（２）について 

 ②チラシ 8000枚の配布は県で行うのか。 県において、各市町村や、関係機関に対して発送し、配布の依頼を行います。 


